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失院宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱い等について

失綜宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日については、死亡とみなされた

日(原則失綜の 7年後)の翌日としているところであるが、死亡一時金につい

ては、給付を受ける権利が時効にかかれば何も受給できなくなることとなる。

死亡一時金については、いわゆる掛け捨て防止の考え方に立って、一定期間

加入したが、年金給付を受けることなく亡くなった方に対して一定の金額を支

給するものであることを踏まえ、失綜宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間

等については、下記のとおり取り扱うこととするので、日本年金機構におかれ

ては、その適切な実施に遺漏のないよう期されたい。

言己

1 死亡一時金の請求期間の取扱い

死亡一時金については、死亡とみなされた日の翌日から 2年を経過した後

に詩求があったもので、あっても、失綜宣告の審判の確定日の翌日から 2年以

内に鵠求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死

亡一時金を支給することとする。

本通知の発出前に、失綜宣告の審判の確定日の翌日から 2年以内に死亡一

時金の請求があった場合についても、死亡一時金を支給することとする。

2 平成24年 5月 1日以降に死亡一時金の請求等があった事例の取扱い

指示。依頼(平成 24年給付指 2012-102)により、平成 24年5月 1日以降

に死亡一時金の請求又は請求の相談があり L時効により支給しないこととし

た事例についても、失践宣告の審判の確定日の翌日から 2年以内に請求があ

った場合には死亡一時金を支給することとなるため、日本年金機構において

保存されている書類等を点検し、支給対象となることが確認できた場合には、

個別に連絡の上、支給のための手続きを進められたい。
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平成 26年 3月 27日

失綜宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱い等

の周知について(依頼)

社会保険事業の運営につきましては、日頃より格別の御理解、御協力を賜り

j享く御礼申し上げます。

失綜宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日については、死亡とみなされた

日(原則失綜の 7年後)の翌日としているところですが、死亡一時金について

は、給付を受ける権利が時効にかかれば何も受給できなくなります。

死亡一時金については、いわゆる掛け捨て閉止の考え方に立って、一定期間

加入したが、年金給付を受けることなく亡くなった方に対して一定の金額を支

給するものであることを踏まえ、失綜宣告を受けた者の死亡一時金の鵠求期間

等の取扱いについて、今般、別添のとおり日本年金機:構に通知するとともに、

地方厚生局を通じて市町村にも周知したところです。

つ¥いては、日頃国民の皆様からの年金相談に携わっておられる社会保険労務

士の皆様に、当該取扱いについて周知を図っていただくとともに、平成 24年

5月から今までの間に今般死亡一時金を支給することとしたケース(死亡とみ

なされた日の翌日から 2年を経過した後に請求があったもので、あって、失綜宣

告の審判の確定日の翌日から 2年以内に死亡一時金の請求又は請求の相談があ

ったもの)に該当する方を把握している場合には、適宜、年金事務所に相談す

ることなどを促していただければと思います。貴連合会より全国の社会保険労

務士の皆様に御協力の呼びかけをいただきますようお願い申し上げます。
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失綜宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱い等について

失綜宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日については、死亡とみなされた

日(原則失綜の 7年後)の翌日としているところであるが、死亡一時金につい

ては、給付を受ける権利が時効にかかれば何も受給できなくなることとなる。

死亡一時金については、いわゆる掛け捨て防止の考え方に立って、一定期間

加入したが、年金給付を受けることなく亡くなった方に対して一定の金額を支

給するものであることを踏まえ、失綜宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間

等については、下記のとおり取り扱うこととするので、日本年金機構におかれ

ては、その適切な実施に遺漏のないよう期されたい。

記

1 死亡一時金の請求期間の取扱い

死亡一時金については、死亡とみなされた日の翌日から 2年を経過した後

に請求があったもので、あっても、失掠宣告の審判の確定日の翌日から 2年以

内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死

亡一時金を支給することとする。

本通知の発出前に、失綜宣告の審判の確定日の翌日から 2年以内に死亡一

時金の請求があった場合についても、死亡一時金を支給することとする。

2 平成 24年 5月 1日以降に死亡一時金の請求等があった事例の取扱い

指示@依頼(平成 24年給付指 2012-102)により、平成 24年 5月 1日以降

に死亡一時金の請求又は請求の相談があり、時効により支給しないこととし

た事例についても、失掠宣告の審判の確定日の翌日から 2年以内に請求があ

った場合には死亡一時金を支給することとなるため、日本年金機構において

保存されている書類等を点検し、支給対象となることが確認できた場合には、

個別に連絡の上、支給のための手続きを進められたい。


